
 
和泉市子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）施行要領 

 

（趣旨）  
第１条 この施行要領は、和泉市子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）実施要綱（以

下「実施要綱」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
（定員） 

第２条 定員は、１２０名とする。ただし、教育委員会（以下「委員会」という。）が特に必

要と認めたときは、管理及び運営に支障のない範囲において定員を超えて入会させること

ができる。 
２ 入会しようとする児童の数が定員を超える場合は、委員会の協議により入会の可否を決

定するものとする。 
（申請及び決定） 

第３条 実施要綱第３条の規定による申請は、子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）

入会申請書（様式第１号。以下「入会申請書」という。）によるものとする。 
２ 委員会は、入会を許可したときは子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）入会決

定通知書（様式第２号）により、入会を却下したときは子どもすこやか広場事業（どろん

こ子ども会）入会却下通知書（様式第３号）により、それぞれ児童の保護者に通知するも

のとする。 
（入会の許可の取消し） 

第４条 委員会は、実施要綱第４条の規定により入会の許可を取り消したときは、子どもす

こやか広場事業（どろんこ子ども会）入会取消通知書（様式第４号）により、その旨を保

護者に通知するものとする。 
（会費の納付等） 

第５条 入会の許可を受けた児童の保護者は、毎月末日までの会費を翌月中に納付しなけれ

ばならない。ただし、春季、夏季又は冬季のみの会員（以下「特別会員」という。）につい

ては、事前に会費を納付しなければならない。 
２ 月の途中において入会、退会、欠席、又は実施要綱第４条の規定による出席の停止若し

くは、入会の取り消しの処分を受けたときにおいてもその月分の会費を納付しなければな

らない。 
３ 実施要綱第５条第３項に規定する延長利用（以下「延長利用」という。）に係る利用料金

は、第１項に規定する会費と共に翌月中に納付しなければならない。ただし、特別会員に

ついては、事前に会費と共に納付しなければならない。 
４ 特別会員の会費は、各季の終了後、精算し、還付が発生する場合、保護者からの還付金

請求書（様式第５号）をもって還付する。 
（会費の減額等） 

第６条 実施要綱第５条第４項の規定により会費の減額又は免除（以下「減免」という。）を

受けることができる場合及びその額は、別表に掲げるとおりとし、減免の期間は、事業実

施年度を限度とする。 
 



（減免の申請及び決定） 
第７条 保護者は、会費の減免を受けようとするときは、子どもすこやか広場事業（どろん

こ子ども会）会費減免申請書（様式第６号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に

申請しなければならない。 
２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、子どもす

こやか広場事業（どろんこ子ども会）会費減免決定通知書（様式第７－１号）又は、子ど

もすこやか広場事業（どろんこ子ども会）会費減免却下通知書（様式第７－２号）により

その旨を保護者に通知するものとする。 
３ 会費の減免は、申請があった日の翌月から行うものとする。ただし、年度当初の入会に

おいて市長が指定する期日までに申請をしたときは、入会した月から会費の減免を行うこ

とができる。 
４ 前項の規定に関わらず、特別会員においては、市長が指定する期日までに申請をしたと

きは、入会した月から適用する。 
（届出） 

第８条 保護者は、入会申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに子どもすこ

やか広場事業（どろんこ子ども会）申請内容変更届（様式第８号）により委員会に届け出

なければならない。 
２ 実施要綱第５条第３項の延長利用（以下「延長利用」という。）を希望する保護者は、子

どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）延長利用届出書（様式第９号）により、延長

利用廃止を希望する保護者は、子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）延長利用廃

止届出書（様式第１０号）により委員会に届け出なければならない。 
３ 保護者は、児童を休会させようとするときは、子どもすこやか広場事業（どろんこ子ど

も会）休会届（様式第１１号）により委員会に届け出なければならない。 
４ 保護者は、児童を退会させようとするときは、子どもすこやか広場事業（どろんこ子ど

も会）退会届（様式第１２号）により委員会に届け出なければならない。 
（休会日） 

第９条 休会日は、次のとおりとする。 
（１）土・日曜日 
（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 
（３）１２月２９日から同月３１日まで並びに翌年１月２日及び同月３日 

２ 前項の規定にかかわらず、委員会は、特別の事由があると認めるときは、休会日を別に

定めることができる。 
（開設時間） 

第１０条 開設時間は、小学校の授業終了時刻（小学校の休業日にあっては午前８時４５分）

から午後７時までとする。 
 （文具等の準備） 
第１１条 児童に必要な文具等は、保護者が準備するものとする。 

   （補則） 
第１２条 この施行要領に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。 

附 則 



   この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。 
      附 則 

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 
     附 則 

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の和泉市子どもすこやか広場事業（どろんこ子

ども会）施行要領の規定は、平成２８年８月１日から適用する。 
附 則 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 
附 則 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 
附 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
附 則 

この訓令は、令和２年７月１日から施行する。 
    附 則 

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第６条、第７条、別表及び様式第６号の改

正規定については、令和３年４月１日から施行する。 
附 則 

この訓令は、令達の日から施行する。 
附 則 

この訓令は、令達の日から施行する。 
 

別表（第６条関係） 

区 分 減免額 
（１）児童が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

による被保護世帯（単給世帯を含む）に属するとき。 会費の全額（延長利用に係る実施

要綱第５条第３項に規定する料金

にあっては、３分の１） 
（２）児童が事業実施年度分（減免の申請日の属する

月が事業実施年度の５月までの場合にあっては前

年度分）の市町村民税非課税世帯に属するとき。 

（３）児童の保護者が災害その他特別の事由により会

費を納付することが困難と市長が認めるとき。 
市長が必要と認める額 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

       年  月  日 

 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）入会申請書 

 

和泉市教育委員会 あて 

 

下記のとおり子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）入会を申請します。当申請書に記載された

事項は必要に応じどろんこ子ども会等に提供し関係機関へ照会することを承諾します。 

住

所 

〒   － 

和泉市 

電話 

番号 

（    ） 

   ―     

保護者 

氏 名 

 

入 会 希 望 期 間 年   月 ～     年    月 

児

童

の

情

報 

ふ り が な  
学 校 名 小学校 

学 年         年（４月１日現在） 

児 童 氏 名  
生年月日 年  月  日生まれ 

性 別 男 ・ 女 

児童の健康状態 

 

(該当欄に○) 

 良 好       【かかりつけ医                   】 

 身体障がい者手帳・療育手帳所持     【等級（           ）】 

 発達の障がい      【ＡＤＨＤ・ＬＤ・広汎性発達障がい・自閉症 】 

 アレルギー       【アレルギー物質（                       ）】 

 その他            【                            】 

保
護
者
の
情
報 

続柄 
ふ り が な 
氏 名 

電 話 番 号 勤 務 先  

  
 

 

  
 

 

保護者負担金減免申請の有無 １.申請する  ・  ２.申請しない 

→「１.申請する」に〇を付けられた場合は、様式第６号「子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会） 

会費減免申請書」を記入後、提出してください。 

どろんこ子ども会在籍中又は申請中のきょうだいの有無 １.いる     ・   ２.いない 

→「１.いる」に〇をつけられた場合は、下記にも記入してください（学年は４月１日現在を記入） 

続柄 
ふ り が な 
氏 名 

学年  続柄 
ふ り が な 
氏 名 

学年  

  年   年 

      

      

 

【緊急連絡先】 

１ 氏名： 続柄：   連絡先：          （勤務先：       ） 

２ 氏名： 続柄：   連絡先：          （勤務先：       ） 

 



様式第２号（第３条関係） 

 

 

年  月  日 

 

 

           様 

 

 

和泉市教育委員会 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）入会決定通知書 

 

 

子どもすこやか広場事業(どろんこ子ども会)の入会について、次のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

児 童 氏 名   

生  年  月  日              年      月     日生 

学    校    名                 小学校 

許  可  番  号          年度       第         号 

入  会  期  間   年   月～     年   月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第３条関係） 

 

 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

和泉市教育委員会 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）入会却下通知書 

 

 

        年  月  日付で申請のあった、子どもすこやか広場事業(どろんこ子ども会)入会

申請については、下記の理由により却下したので通知します。 

 

記 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児 童 氏 名  

却 下 理 由  



様式第４号（第４条関係） 

 
 

 年  月  日 
 
 

          様 
 

 

和泉市教育委員会 

（ 公 印 省 略 ） 

 
 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）入会取消通知書 

 
 

    年  月  日付で申請のあった、子どもすこやか広場事業(どろんこ子ども会)入会

申請については、下記の理由により取消したので通知します。 

 

記 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 氏 名  

取 消 理 由  



様式第５号（第５条関係） 

 

 
 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）還付金請求書 
 
 

納 付 済 額 円 納入日         年   月   日 

改 定 額 円 
 

備考 

差引還付額 円 
 
還付理由 
重複・減免・きょうだい割引・その他（                        ） 

            
 

児 童 氏 名                    小学校   年生  

保護者氏名                

 
  
上記金額を請求します。 
 
   年   月   日 

  和泉市長あて                 
             申請者 住所 

氏名（保護者）                 
 

 
※申請者が自署しない場合は、記名押印をしてください。 
※申請者（保護者）と口座名義人は同一で記入してください。 

 

                     銀行・農協                支 店 
                     信用金庫                 出張所 

普通 ・ 当座         口座番号 

（フリガナ） 
 

口座名義人名 

 

 

 
※訂正した場合は二重線を引いてください。 

 
 

 

 

 



様式第６号（第７条関係） 

年  月  日 

 

 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）会費減免申請書 
 
 

和泉市長 あて 

 

申請者 住 所                

                   

氏名（保護者）            

電話番号               

 

 

下記のとおり、子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）会費の減免を申請します。 
また、児童が属する世帯の生活保護台帳、又は市民税課税台帳等により確認することを承諾します。 

 
在籍する全ての児童氏名を記入してください。 

児 童 氏 名 学年（４月１日現在） 

ふりがな 
        年  

ふりがな 
        年  

申 請 理 由 

(該当欄に○) 

 １．児童が生活保護法による被保護世帯に属するとき 

 ２．児童が市町村民税非課税世帯に属するとき ※１・２ 

 ３．その他災害等 （                     ） 

注 意 事 項 

※１ 児童と保護者が別世帯の場合、児童の属する世帯が非課税世帯であることが

減免適用の条件となります。 

※２ 児童が事業実施年度分（減免の申請日の属する月が事業実施年度の５月まで

の場合にあっては前年度分）の市町村民税非課税世帯に属するときが減免適

用の条件です。５月末までに申請された場合でも事業実施年度課税状況で再

判定を行い、６月以降の会費に適用します。 

※３ 児童氏名については、子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）を利用

する全ての児童氏名を記入し、１世帯につき１部提出してください。 

※４ １月１日時点で課税地が和泉市以外の場合は、その市町村長が証明する課税

証明書類（５月末までは前年度分、６月以降は事業実施年度分）を提出して

ください。 

※５ 入会決定通知後に減免申請された場合は、申請の翌月分から対象となります

ので、減免決定があっても、それまでの会費については納付が必要です。 



様式第７－１号（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

 

            様 

 

和 泉 市 長 

 

 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）会費減免決定通知書 

 

 

年  月  日付で申請のあった、子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）会費に

ついて、次のとおり減免の決定をしたので通知します。 

 

記 

 

児 童 氏 名  生年月日   年  月  日 

児 童 氏 名  生年月日   年  月  日 

減免後の会費  

減 免 期 間  年   月から    年   月 

（審査請求に関する教示） 

１ この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成２６年法律第６８号)の規定により、この決

定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、和泉市長に対して審査請求をする

ことができます。(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっ

ても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなりま

す。) 

２ この決定に対して取消しの訴えを提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和３７年法律第１３９号)

の規定により、この決定があったことを知った日から６か月以内に、和泉市を被告として(訴訟に

おいて和泉市を代表する者は和泉市長となります。)提起しなければなりません(なお、この決定

があったことを知った日から６か月以内であっても、この決定の日から１年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記１により和泉市長に対して審

査請求をした場合は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日から６か月以内に提起

することができます。（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。）。 

 



様式第７－２号（第７条関係） 

 
 年  月  日 

 
 

             様 
 

和 泉 市 長 

 
 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）会費減免却下通知書 

 
 

  年  月  日付で申請のあった、子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）会費に

ついて、次のとおり減免却下の決定をしたので通知します。  

 

記 

 

児 童 氏 名 
 

生年月日  年  月  日 

児 童 氏 名 
 

生年月日  年  月  日 

却 下 理 由 

  
（審査請求に関する教示） 

１ この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成２６年法律第６８号)の規定により、この決

定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、和泉市長に対して審査請求をする

ことができます。(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっ

ても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなりま

す。) 

２ この決定に対して取消しの訴えを提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和３７年法律第１３９号)

の規定により、この決定があったことを知った日から６か月以内に、和泉市を被告として(訴訟に

おいて和泉市を代表する者は和泉市長となります。)提起しなければなりません(なお、この決定

があったことを知った日から６か月以内であっても、この決定の日から１年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記１により和泉市長に対して審

査請求をした場合は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日から６か月以内に提起

することができます。（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。）。 



様式第８号（第８条関係） 

 

 

年  月  日 
 
 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）申請内容変更届 
 
 

和泉市教育委員会 あて 

 
申請者 住 所                

                   

氏名（保護者）            

電話番号               

 
 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）の申請内容等について、変更が生じたので下記のと

おり届けます。 
 
 

児 童 氏 名  生年月日 年  月  日 学年 年  

児 童 氏 名  生年月日 年  月  日 学年 年  

学 校 名 小学校 

変 更 事 項 

（該当事項にチェックする） 

□児童氏名 □住所 □連絡先 □保護者氏名 □親権変更 □父勤務先 
□母勤務先 □その他 
（                               ） 

変 

更 

内 

容 

変 更 前  

変 更 後  

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）延長利用届出書 

 

和泉市教育委員会 あて 

 

申請者 住 所                

                   

氏名（保護者）            

電話番号               

 
下記のとおり、子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）延長利用（午後６時以降）を届けます。 
延長利用を希望する児童氏名を記入してください。 

児 童 氏 名 学年（４月１日現在） 
ふりがな 

         年  

ふりがな 
         年  

 

延長利用期間 年    月  ～    年   月 ← 年３月までの間で
ご記入ください 

・どろんこ子ども会、休会届・退会届により、どろんこ子ども会を休会もしくは退会された場合、自動的
に該当期間の延長利用は休止もしくは廃止となります。 

・延長利用料金は、利用実績に基づき延長利用月の翌月末に請求します。ただし、特別会員においては、
事前に請求します。 

・上記によらず、延長利用のみを廃止する場合は、別途「どろんこ子ども会延長利用廃止届」を提出して
ください。 

●保護者の情報 
氏  名 続柄 連絡先（携帯電話番号等） 

   

   

延長利用を希望する理由  

【誓約事項】 
１．平日・長期休業中等、いずれも午後７時までに必ず迎えに行きます。 
２．延長利用料金は、納付期日までに必ず納付します。 
３．届出書の記載内容について誤りがあった場合、和泉市教育委員会及び子どもすこやか広場事業（どろ

んこ子ども会）指導員の指示に従います。 
 

上記の誓約事項を遵守します。 保護者氏名               

   ※上記誓約事項を遵守できない場合は、延長利用をお断りすることになります。 
 



様式第１０号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）延長利用廃止届出書 

 

 

和泉市教育委員会 あて 

 

申請者 住 所                

                   

氏名（保護者）            

電話番号               

 

 
下記のとおり、子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）延長利用（午後６時以降）の廃止を届

けます。 
延長利用廃止を希望する児童氏名を記入してください。 
 

児 童 氏 名 学年（４月１日現在） 

ふりがな 
            年 

 

ふりがな 
            年  

 
 
 

延長利用廃止月 年     月  （末日） 

 
・どろんこ子ども会、休会届・退会届により、どろんこ子ども会を休会もしくは退会された場合、自

動的に該当期間の延長利用は休止もしくは廃止となります。 
・延長利用料金は、利用実績に基づき延長利用月の翌月末に請求します。ただし、特別会員において

は、事前に請求します。 
・上記によらず、延長利用廃止する場合のみ提出してください。 



様式第１１号（第８条関係） 

 

 

 年  月  日 

 

 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）休会届 

 

和泉市教育委員会 あて 

 
 

申請者 住 所                

                   

氏名（保護者）            

電話番号               

 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）の休会について、次のとおり届けます。 

 

児 童 氏 名  生年月日 年  月  日  学年 年  

児 童 氏 名  生年月日 年  月  日  学年 年  

学 校 名           小学校 

休会 する 月 

４・５・６・７・８・９・１０・１１・１２・１・２・３月 

から 

４・５・６・７・８・９・１０・１１・１２・１・２・３月 

休会する理由 

 

 

 

 

 
 

※休会する月の前月までに提出してください。 

 



様式第１２号（第８条関係） 

 

 年  月  日 

 

 

子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）退会届 

 

 

和泉市教育委員会 あて 

 

 

申請者 住 所                

                   

氏名（保護者）            

電話番号               

 

 

    年  月末日をもって、子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）の退会について、次

のとおり届けます。 

 

児 童 氏 名   生年月日 年  月  日  学年 年 

児 童 氏 名       生年月日 年  月  日  学年 年 

学 校 名           小学校 

退 会 日        年   月   日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          


